
（記載例）

所属コード １２３４５６ 所属名　◎△町立◎×小学校

職員番号

47 年 4 月 1 日

（ 郵便番号 - ）

札幌市中央区北○○条西○○丁目○－○○

　あなたに源泉控除対象配偶者、障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族がなく、かつ、あなた自身が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生のいずれにも該当しない場合には、以下の各欄に記入する必要はありません。

円

円

円

☑ 障害者 □ 北海　三蔵 ○○による著しい障害 ２級
身障手帳 S51.4.1交付

□ 北海　花子 ○○による障害 ３級

身障手帳 H26.4.1交付

□

　上の該当する項目及び欄にチェックを付け、（　）内には該当する扶養親族の人数を記入してください。

○住民税に関する事項

北海
ホッカイ

　佳子
ヨシコ

非居住者である親族
令和６年中の
所得の見積額

16歳未満の
扶養親族

(平21.1.2以後生)

※　「令和５年中の
　所得の見積額」欄
　には、退職所得を
　除いた所得の見積
　額を記載します。

10 ・ 11 申告者に同じ
□ 配偶者

□ 30歳未満又は70歳以上　□ 留学

□ 障害者　　□ 38万円以上の支払
450,000円

障害者
区　分

異動年月日及び事由 寡婦又はひとり親

□ 一般
□ 特別

□ 寡婦
□ ひとり親

退職手当等を有する
配偶者・扶養親族

氏　　　　名 個人番号
あなたとの
続　　　柄

生　年　月　日 住　所　又　は　居　所

母
明・大・

昭

平・令
24 ・

・

あなたとの続柄

０円

控除対象外
国外扶養親族

✔

(1 人)

申告者に同じ

控 除 を 受 け る 他 の 所 得 者

０円

（注）１　源泉控除対象配偶者とは、所得者（令和６年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。）と生計と一にする
　　　　配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、令和６年中の所得の見
　　　　積額が95万円以下の人をいいます。
　　　２　同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業
　　　　専従者を除きます。）で、令和３年中の所得の見積額が48万円以下の人をいいます。

異動月日及び事由

異動月日及び事由

申告者に同じ

市区町村長

給与の支払者の
法人(個人)番号

税務署長

扶養親族

長女

.

ホッカイ ナデシコ

Ａ
源泉控除

対象配偶者

申告者に同じ

　札幌市中央区北３条西７丁目

(この欄の記載に当たっては、裏面の「2 記載についてのご注意」の(8)
をお読みください。)

申告者に同じ

配偶者の
有無

北海
ホッカイ

　花子
ハナコ 二女

個人番号氏　　　　名

平

･

令北海
ホッカイ

　四郎
シロウ

・

Ｄ
他の所得者が
控除を受ける
扶養親族等

生　年　月　日

生　年　月　日

明･大
昭･平

5

あなたとの
続　　　柄

・ ・

三男

3 ・ 3

住　所　又　は　居　所

障害者又は勤労学生の内容

20 ・ 申告者に同じ

24

・

・

5

令和6年中の
所得の見積額

   異動月日及び事由

ひ と り 親
一般の障害者

同一生計
配偶者

(  人)

✔

氏　　名

特別障害者

氏　　　　名
あなたとの
続　　　柄

北海 道子

同居特別障害者

明･大
昭･平

住　所　又　は　居　所

主
た
る
給
与
か
ら
控
除
を
受
け
る

.

Ｂ
控除対象
扶養親族

(16歳以上)
(平21.1.1以前

生)

区　分　等

ホッカイ イチロウ

Ｃ
障害者、寡
婦、ひとり
親又は勤労

学生

区分　　  該当者

（フリガナ）
氏　　　　名

本　人

×××○○○

　北海道教育委員会教育長
所轄税務署長等

札幌中

札幌

令 和 ６ 年 分 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等 ( 異 動 ) 申 告 書

給与の支払者の
名称（氏名）

1234

生　年　月　日

060
有　・　無

アメリカ　　△△△△

異動月日及び事由
(令和5年中に異動があっ
た場合に記載してくださ
い.(以下同じです)。)

住　所　又　は　居　所

札幌市北区北△△条西△△丁目△－△△

世帯主の氏名 北海　太郎

あなたとの続柄 本人

北海 太郎

□　16歳以上30歳未満又は70歳以上

□　留学

□　障害者

□　38万円以上の支払

給与の支払者の
所在地（住所）

生年月日

ホッカイ ミチコ 800,000

個　人　番　号

あなたとの
続柄

ﾎｯｶｲ ﾀﾛｳ

あなたの住所
又 は 居 所

明･大
昭･平

□　そ　の　他

非居住者である親族

生計を一にする事実

令和６年中の
所得の見積額

(該当する場合は○印をつけてください。）

□　そ　の　他

（フリガナ）
あなたの氏名

老人扶養親族
(昭30.1.1以前生)

特定扶養親族
(平14.1.2生～平18.1.1

生)

□　そ　の　他

あなたの個人番号

父
明･大
昭･平

15 . .

☑　同居老親等

明･大
昭･平

48 . 5 .

(1 人)

10

□　同居老親等

　□　特定扶養親族

1

寡 婦

0円

　□　特定扶養親族

平

･

令

平

･

令

□　そ　の　他

　□　特定扶養親族

勤 労 学 生

. 9

北海　一郎

北海　撫子

ホッカイ サンゾウ

長男

北海　次郎 9二男

ホッカイ ジロウ

. 21

5

北海　三蔵 10

1

2

3

4

2 .

　☑　特定扶養親族

　□　特定扶養親族

.

□　そ　の　他

2010

8

.

明･大
昭･平

明･大
昭･平

13

☑　16歳以上30歳未満又は70歳以上

□　留学

□　障害者

□　38万円以上の支払

□　16歳以上30歳未満又は70歳以上

□　留学

□　障害者

□　38万円以上の支払

.

□　同居老親等

□　同居老親等

□　同居老親等
450,000

4

350,000円

0円

明･大
昭･平

記入漏れのないように
お願いします。

R6.1.1に居住している市町
村名を記載してください。

R5.12.31現在居住する（見込み）の住所を記入してください。

源泉控除対象配偶者に該
当しなければ記入しないで
ください。

公的年金収入のみの場合、
65才以上は158万以下、65
才未満は108万以下であれ
ば合計所得が48万以下とな
り、扶養親族に該当します。

＊遺族年金、障害年金、失
業給付（雇用保険法）、育児
休業手当金、非課税分通勤
手当は所得に含まれません。
（扶養手当上の取扱いと異
なります。）

源泉控除対象配偶者であ
るかないかに関わりなく、
必ず有無のどちらかに○印
を記入してください。

「障害者」に該当がある場合は、障害者の氏名、障害の
状況、手帳の種類、交付年月日、障害の程度（等級）な
どを記載してください。

「勤労学生」の場合は、学校名、入学年月日、令和６年
中の所得の種類と見込額を記入してください。

続柄は具体的に記入してください。

×「子」 ○「長女」

S30.1.1以前生の場合はいずれかに☑を記入してください。

H14.1.2～H18.1.1生の場合は☑を記入してください。

「寡婦｣､｢ひとり親｣､｢勤労学生｣は本人が該当するかどうかです。
該当する場合は、☑を記入してください。
「寡婦」、「ひとり親」にチェックを付けた場合、あなたの所得金額
が500万円以下かを確認してください。

年齢16歳未満（H21.1.2以後生）
の扶養親族も対象となります。

氏名には必ずフリガナを記入
してください。

個人番号は記入しないでください。扶
養親族等も同様です。

年齢16歳未満（H21.1.2以後生）の扶養親族を記入
します。

世帯主の氏名・あなたとの続
柄欄の記載漏れがないようお
願いします。

あなたと生計を一にする配偶者で、令和５年中の
所得の見積額が48万円以下の人が同一生計配
偶者に該当します。同一生計配偶者で障害者に
該当する場合は、該当する欄にチェックをつけて
ください。

給与収入だけの場合、55万円を差し引いた金額を記入してくだ

さい。

なお、0円の場合も「0円」と記入してください。
※記載する金額
○給与所得だけの場合 ○事業所得だけの場合
収入金額－55万円 総収入－必要経費

○公的年金等に係る雑所得だけの場合
・S35.1.1以前生 ・S35.1.2以後生
収入金額－110万円 収入金額－60万円

※上記により算出した所得が次の額を超える方は本申告書には
記載できません。

【源泉控除対象配偶者】 【控除対象扶養親族】

95万円超 48万円超

退職手当等（源泉徴収さ
れるもの）の支払を受け
る配偶者（生計を一にす
る配偶者で、令和６年中
の退職所得を除いた合
計所得金額の見積額が
133万円以下であるも
の）又は扶養親族で、令
和６年中の退職所得を
除いた合計所得金額の
見積額が48万円以下で
あるもの）について記載
します。

住民税に関する事項における「令和６年
中の所得の見積額」欄には退職所得を
除いた所得の見積額を記載します。（上
部の所得税の申告欄と異なります。）

退職所得を除くと扶養親族を有
することにより職員本人が寡婦
又はひとり親に該当する場合に
記入してください。

国外居住の場合は該当する項目に☑を記入してください。
30歳以上70歳未満で「留学」に該当する場合は、「親族関係書類」
に加えて「留学ビザ等書類」を添付してください。


